
弘
安
二
年
（
一
二
七
九
）
己
卯
、
宗
祖
は
五
十
八
才
の
正
月
を
身
延
の
草
庵
で
、
心
し
ず
か
に
迎
え
ら
れ
た
。
前
年
に
発
し
た
病
は
、

一
時
恢
復
す
る
が
、
完
治
し
切
れ
ず
む
し
ろ
慢
性
化
し
て
、
健
康
状
態
は
必
ず
し
も
好
調
な
時
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。

ま
た
此
の
年
は
、
先
き
に
宗
祖
が
予
言
さ
れ
た
他
国
優
迩
の
難
に
つ
い
て
、
す
で
に
「
文
永
の
役
」
が
あ
っ
た
後
を
受
け
、
再
び
異
国

（
１
且
）

の
来
襲
が
予
想
さ
れ
、
元
の
使
者
周
福
ら
が
来
た
が
、
幕
府
は
こ
れ
を
博
多
で
断
り
、
世
上
の
不
安
は
つ
の
る
一
方
で
あ
っ
た
。
こ
の
た

め
異
国
降
伏
の
祈
願
が
各
地
の
社
寺
で
催
さ
れ
た
り
し
た
。
ま
た
北
条
時
宗
は
加
賀
熊
坂
庄
を
東
福
寺
に
寄
進
し
、
後
深
草
・
亀
山
の
両

（
。
“
）

上
皇
は
、
容
尊
に
つ
い
て
受
戒
す
る
な
ど
国
内
の
政
界
・
宗
教
界
は
対
策
に
苦
慮
し
つ
つ
、
朧
し
い
日
々
を
送
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

や
ま
の
い
も

こ
う
し
た
中
で
、
早
く
も
身
延
入
山
五
年
目
の
正
月
を
西
谷
で
迎
え
た
宗
祖
の
も
と
へ
、
餅
九
十
枚
と
薯
預
五
本
が
上
野
殿
か
ら
、
三

日
の
ひ
つ
じ
の
時
（
午
後
一
時
～
三
時
頃
）
に
到
諭
し
た
。
駿
河
国
富
士
郡
上
野
郷
を
出
発
し
た
使
者
は
、
正
月
三
ヶ
日
の
中
に
西
谷
へ

若
く
べ
く
、
特
に
正
月
用
の
食
締
を
用
意
し
て
、
険
難
悪
路
を
訪
れ
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
御
礼
状
に
よ
る
と
、
「
こ
の
両
三
年
は

身
延
山
に
お
け
る
日
蓮
聖
人

一
、
弘
安
二
年
の
正
月

ｌ
弘
安
二
年
の
春
か
ら
夏
へ
Ｉ上

田
本
昌
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こ
う
し
た
窮
乏
の
状
態
に
つ
い
て
、
そ
の
原
因
を
、
「
日
蓮
は
法
華
経
誹
誘
の
国
に
生
れ
て
威
音
王
仏
の
末
法
の
不
軽
菩
薩
の
ご
と
し

（
乃
至
）
王
も
に
く
み
民
も
あ
だ
む
。
衣
も
う
す
く
食
も
と
ぼ
し
・
」
と
述
べ
て
い
る
。
王
民
共
に
法
誘
の
国
と
化
し
た
こ
と
に
よ
り
、

日
本
中
が
大
疫
・
飢
渇
に
悩
ま
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
て
、
日
蓮
自
身
も
ま
た
不
軽
や
覚
徳
比
丘
の
よ
う
な
忍
難
の
立
場
に
侭
か
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
迫
害
を
受
け
な
が
ら
も
礼
拝
行
を
統
行
し
た
不
軽
菩
薩
の
如
く
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
宗
祖
自

身
が
立
岻
（
法
華
経
）
に
よ
っ
て
、
安
国
（
仏
国
土
）
を
実
現
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
種
々
の
法
難
迫
害
に
あ
っ

て
来
た
こ
と
と
の
対
比
で
あ
り
、
衣
・
食
の
乏
し
い
現
実
も
、
所
詮
は
正
法
誹
訪
の
国
に
生
れ
た
「
法
華
経
行
者
」
の
体
験
し
な
く
て
は

（
４
）

な
ら
ぬ
一
つ
の
プ
ロ
セ
ス
と
み
な
し
、
不
軽
や
覚
徳
の
「
杖
木
瓦
石
、
而
打
郷
之
」
と
い
う
迫
害
と
同
じ
立
場
に
あ
る
も
の
と
み
な
し
て

な
ら
ぬ
一
つ
の
プ
ロ
』

け
か
ら
さ
と
い
ち

日
本
国
の
内
、
大
疫
起
り
て
人
半
分
げ
ん
じ
て
候
上
．
去
年
の
七
月
よ
り
大
な
る
飢
渇
に
て
、
里
市
の
む
へ
ん
の
も
の
と
山
中
の
僧
等
は

（
３
）

命
存
じ
が
た
し
。
」
と
あ
る
の
で
、
二
、
三
年
統
い
て
起
っ
た
悪
性
の
流
行
病
に
よ
り
、
骸
骨
路
に
充
て
り
と
い
う
状
態
を
呈
し
、
更
に

昨
年
の
七
月
以
来
飢
瞳
に
襲
わ
れ
て
、
里
・
市
の
数
多
く
の
人
々
、
及
び
山
中
の
僧
達
ま
で
も
が
、
命
を
つ
な
ぐ
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た

さ
て
、
八
日
後
の
十
一
日
に
は
、
上
野
郷
主
か
ら
二
十
枚
の
餅
が
、
西
谷
の
御
宝
前
へ
捧
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
礼
状
は
一
枚
の
短
文

で
あ
る
が
、
宛
名
は
「
上
の
の
が
う
す
等
の
と
の
ば
ら
」
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
相
手
は
一
人
で
は
な
く
複
数
で
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え

ら
れ
る
。
文
中
に
も
「
今
の
檀
那
等
は
」
と
あ
る
の
を
見
て
も
わ
か
る
如
く
、
上
野
の
郷
主
等
何
人
か
が
奉
納
し
て
来
た
も
の
で
あ
る
と

（
５
）

い
え
る
。
ま
た
「
も
ち
ゐ
を
法
華
経
の
御
宝
前
に
さ
さ
げ
た
り
。
後
生
の
仏
は
疑
な
し
。
な
ん
ぞ
今
生
に
そ
の
し
る
し
な
か
ら
む
。
」
と

い
う
文
面
か
ら
推
し
て
、
か
っ
て
は
浄
土
往
生
の
信
仰
を
持
っ
て
い
た
者
等
で
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
故
に
法
を
中
心
と
し
た
後

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

と
い
う
の
で
あ
る
。

(III)



生
の
成
仏
を
説
き
示
し
て
い
る
が
、
今
生
に
於
て
も
何
等
か
ら
の
「
し
る
し
」
が
現
れ
て
来
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
点
か
ら
、

（
６
）

や
は
り
八
現
安
後
善
Ｖ
を
説
示
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
え
よ
う
。

二
月
に
入
る
と
間
も
な
く
二
日
に
、
四
条
金
吾
の
夫
人
で
あ
る
日
眼
女
が
、
教
主
釈
尊
一
体
三
寸
の
木
像
造
立
を
行
い
、
そ
の
た
め
の

供
養
と
し
て
鴬
目
を
送
っ
て
来
た
。
こ
れ
は
日
眼
女
が
三
十
七
才
の
厄
年
を
迎
え
た
の
で
、
釈
迦
仏
を
造
立
し
て
加
護
を
得
よ
う
と
し
た

た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
折
り
の
御
返
事
で
あ
る
が
、
往
時
は
厄
年
も
現
在
と
異
り
、
女
性
三
十
七
才
の
厄
が
あ
っ
た
も
の
と
考

（
句
Ｉ
）

え
ら
れ
る
。
四
条
金
吾
は
先
き
に
建
治
二
年
七
月
に
も
釈
迦
仏
の
木
像
一
体
を
造
立
し
供
養
し
て
い
る
が
、
今
回
は
妻
日
眼
女
の
造
立
で

あ
る
。
仏
像
の
造
立
が
夫
妻
で
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
う
点
か
ら
ゑ
て
も
、
四
条
氏
の
信
仰
が
如
何
に
深
い
も
の
で
あ
っ
た
か
を
知
る
こ
と

（
○
Ｏ
）

が
で
き
よ
う
。
御
書
に
は
先
ず
「
御
守
書
き
て
ま
い
ら
せ
侯
。
」
と
あ
り
、
木
像
本
尊
の
造
立
に
当
り
、
「
御
守
」
が
書
き
与
え
ら
れ
た
こ

ノ
・
二
夕

と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
法
華
経
寿
量
品
云
」
と
い
う
次
の
文
か
ら
推
し
て
、
「
守
護
の
曼
茶
羅
」
を
意
味
す
る
も
の
と
も

考
え
ら
れ
る
。
東
方
の
善
徳
仏
や
中
央
の
大
日
如
来
を
始
め
、
三
世
諸
仏
、
上
行
菩
薩
等
、
文
殊
舎
利
弗
等
、
大
梵
天
王
、
日
月
明
星
、

天
照
八
幡
等
の
諸
神
の
名
が
挙
げ
ら
れ
、
「
其
本
地
は
教
主
釈
尊
也
。
」
と
し
て
い
る
。
曼
茶
羅
に
名
目
を
つ
ら
ね
て
い
る
諸
仏
諸
神
は

勿
論
、
そ
の
他
の
諸
仏
の
名
を
挙
げ
、
そ
の
本
地
を
示
す
形
を
と
っ
て
い
る
が
、
木
像
の
造
立
に
当
り
曼
茶
羅
を
授
与
し
て
、
そ
の
木
像

が
ま
さ
し
く
「
教
主
釈
尊
」
た
る
こ
と
を
証
し
、
「
寿
量
品
の
仏
」
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ

っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
即
ち
、
造
立
の
釈
尊
は
単
な
る
釈
迦
仏
で
は
な
く
曼
茶
羅
の
前
に
奉
安
す
る
こ
と
に
よ
り
、
諸
仏
諸
神
の

本
地
開
顕
さ
れ
た
教
主
と
し
て
の
釈
尊
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
た
め
の
裏
付
け
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
曼
茶
羅
の
前
に
奉
安
さ
れ
る
こ
と

二
、
弘
安
二
年
の
春

("2)



次
に
二
月
二
十
一
日
付
の
『
孝
子
御
書
』
が
あ
る
。
こ
れ
は
真
蹟
二
紙
を
残
す
断
片
で
あ
る
が
、
『
録
外
考
文
』
に
よ
る
と
、
「
賜
二
武

（
叩
）

州
宗
仲
之
弟
兵
衛
志
一
之
書
也
」
と
し
て
い
る
。
御
書
は
初
め
に
「
御
親
父
御
逝
去
の
由
」
を
記
し
、
兄
弟
で
法
華
の
大
法
を
信
用
し
、

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

に
よ
り
、
開
眼
さ
れ
た
こ
と
に
も
な
る
と
い
う
意
味
を
含
ん
だ
も
の
と
も
解
し
え
よ
う
。
従
っ
て
、
「
釈
尊
一
体
を
造
立
す
る
人
は
十
方

世
界
の
諸
仏
を
作
り
奉
る
人
な
り
。
」
と
い
う
意
義
を
持
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
昼
茶
羅
の
こ
と
を
「
御
守
」
と
称
す
る
用
例
は
建

治
元
年
八
月
の
『
妙
心
尼
御
前
御
返
事
』
、
文
永
十
年
八
月
の
『
経
王
殿
御
返
事
』
等
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

ニ
ジ
キ
ワ
（
Ｑ
》
）

シ
ノ
ノ
ニ

シ
ノ
ヲ

シ
ス
ワ

ま
た
方
便
品
の
「
若
人
為
し
仏
故
、
建
二
立
諸
形
像
一
、
刻
彫
成
一
聚
相
一
、
皆
已
成
二
仏
道
こ
の
文
を
釈
し
て
「
文
の
心
は
一
切
の
女
人

釈
迦
仏
を
造
り
奉
れ
ば
、
現
在
に
は
日
々
月
公
の
大
小
の
難
を
払
ひ
、
後
生
に
は
必
ず
仏
に
な
る
べ
し
と
申
す
文
也
。
」
と
述
べ
、
更
に
日

眼
女
が
厄
年
の
た
め
に
祈
願
し
た
こ
と
は
今
生
の
事
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
教
主
釈
尊
を
造
立
し
た
こ
と
に
よ
り
、
同
時
に
後
生
も
疑
い

な
き
も
の
で
あ
る
、
と
し
て
八
現
安
後
善
Ｖ
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
宗
祖
は
、
釈
迦
仏
の
造
立
を
認
め
、
曼
茶
羅
の
前

に
奉
安
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
造
立
仏
が
本
地
開
顕
の
教
主
釈
尊
で
あ
る
と
象
な
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
現
安
後
善
の
功
徳
が
え
ら
れ

る
こ
と
を
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
現
安
後
善
は
「
身
は
こ
れ
安
全
に
し
て
、
心
は
こ
れ
禅
定
な
ら
ん
」
と
い
う
『
立
正
安
国

論
』
以
来
、
一
貫
し
た
宗
祖
の
理
想
で
あ
り
、
こ
の
事
は
又
仏
の
究
極
の
目
的
で
あ
っ
た
と
解
し
え
よ
う
。

尚
、
ま
た
宗
祖
は
身
延
山
に
あ
っ
て
、
庵
室
に
は
常
に
立
像
の
釈
迦
仏
を
祀
り
、
そ
の
前
に
法
華
経
を
奉
安
し
て
、
朝
夕
読
訓
し
て
お

ら
れ
た
こ
と
か
ら
考
え
、
釈
迦
仏
の
前
に
法
華
経
を
安
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
仏
が
本
門
寿
量
品
の
教
主
釈
尊
で
あ
る
こ
と
を
示
す

た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
解
し
え
よ
う
。
日
眼
女
の
場
合
も
同
様
の
意
義
を
持
っ
た
も
の
と
い
え
る
。
即
ち
盤
茶
羅
の
授
与
は
、
一
つ
に

は
造
立
の
仏
が
寿
量
品
の
教
主
た
る
こ
と
を
示
す
た
め
、
二
つ
に
は
八
現
安
後
善
Ｖ
の
「
お
守
」
と
し
て
、
書
き
与
え
ら
れ
た
も
の
と
考

(II3)



さ
き

親
父
か
ら
度
奄
の
勘
当
を
受
け
た
が
、
つ
い
に
父
の
勘
気
を
解
き
「
前
に
立
ち
ま
い
ら
せ
し
御
孝
養
」
を
賞
し
、
「
あ
に
孝
子
に
あ
ら
ず

（
ｕ
）

や
」
と
述
べ
て
い
る
。
末
法
に
法
華
経
を
信
用
す
る
者
に
は
、
悪
鬼
が
怨
を
な
す
事
は
疑
い
な
き
こ
と
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
を
耐
え
忍
ん

だ
兄
弟
は
浄
蔵
・
浄
眼
か
又
は
薬
王
・
薬
上
に
も
比
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
で
あ
る
と
し
、
終
り
に
「
兄
弟
の
御
中
不
和
に
わ
た
ら
せ
給

ふ
く
か
ら
ず
、
不
和
に
わ
た
ら
せ
給
ふ
く
か
ら
ず
。
」
と
重
ね
て
訓
誠
し
て
い
る
。
父
を
失
っ
た
兄
弟
に
対
し
て
益
々
法
華
信
仰
に
精
進

し
、
一
致
協
力
す
べ
き
旨
を
教
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
池
上
兄
弟
に
つ
い
て
は
、
兄
の
宗
仲
は
一
途
に
法
華
信
仰
に
入
っ
て

堅
固
な
心
を
持
っ
て
い
た
が
、
弟
の
兵
衛
志
宗
長
も
兄
と
共
に
入
信
し
た
も
の
の
、
父
や
兄
の
間
に
入
っ
て
悩
み
の
多
い
心
情
で
あ
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
故
に
こ
の
御
書
の
中
で
も
、
「
貴
辺
の
御
事
は
心
の
内
に
感
じ
を
も
う
事
候
。
」
と
あ
っ
て
、
弟
の
心
情
を
よ
く
推
察
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ぶ
ら
れ
る
。
こ
ま
や
か
な
心
の
動
き
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
宗
祖
は
二
月
に
「
釈
子
日
目
」
と
「
妙

心
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
曼
茶
羅
を
授
与
さ
れ
て
い
る
。
日
付
は
両
軸
と
も
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
頃
、
西
谷
と
の
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
は
確

（
吃
）

か
で
あ
る
。
前
者
は
桑
名
の
寿
量
寺
に
、
後
者
は
中
山
の
浄
光
院
に
、
各
真
蹟
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
西
谷
に
春
が
訪
れ
、
陽
光
の
輝
き
が
増
す
三
月
の
上
旬
、
二
十
六
日
に
は
故
松
野
六
郎
左
衛
門
の
妻
か
ら
書
信
が
届
き
、
そ
の

御
返
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。
松
野
氏
は
す
で
に
世
を
去
っ
て
い
た
の
で
、
そ
の
妻
は
後
家
尼
と
い
わ
れ
て
い
た
。
真
蹟
は
伝
っ
て
い
な
い

が
、
身
延
行
学
朝
師
の
写
本
が
あ
る
。
文
意
は
安
楽
行
品
の
文
を
引
き
、
叉
八
一
眼
の
亀
Ｖ
の
響
を
用
い
て
、
法
華
経
に
値
う
こ
と
の
意

（
過
）

裳
を
説
い
て
い
る
。
更
に
弥
陀
念
仏
と
法
華
経
の
題
目
を
比
較
し
、
「
日
輪
と
星
と
の
光
く
ら
べ
の
ご
と
し
」
と
述
べ
、
こ
の
道
理
を
わ

き
ま
え
ぬ
邪
見
の
者
が
国
中
に
充
満
し
、
識
訴
・
罵
署
・
刀
杖
の
難
を
加
え
、
度
を
流
罪
に
値
っ
た
が
、
こ
れ
は
勧
持
品
の
「
経
文
に
す

こ
し
も
た
が
は
ず
。
さ
れ
ば
涙
左
右
の
眼
に
う
か
び
、
悦
び
一
身
に
あ
ま
れ
り
。
」
と
値
難
に
よ
る
経
文
色
読
の
法
悦
を
表
明
し
て
い
る
。

値
難
に
よ
っ
て
身
命
の
危
険
が
、
常
に
つ
き
ま
と
う
こ
と
に
な
る
が
、
「
三
宝
の
御
助
に
あ
ら
ず
ん
ぱ
い
か
で
か
一
日
片
時
も
持
つ
べ
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き
。
」
と
誘
法
の
徒
に
よ
っ
て
生
ず
る
迫
害
か
ら
身
を
守
る
た
め
に
は
、
三
宝
諸
天
の
御
守
護
が
な
く
て
は
、
片
時
と
錐
も
身
命
を
持
つ

（
皿
）

こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
、
三
宝
守
護
を
値
難
と
同
時
に
期
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
『
撰
時
抄
』
の
結
文
と
一
致
す
る
も
の

で
あ
り
、
宗
祖
の
持
っ
て
い
る
八
法
華
経
行
者
守
謹
Ｖ
に
関
す
る
一
つ
の
考
え
方
を
知
る
上
で
、
大
事
な
一
文
と
い
え
よ
う
。
そ
の
上
に

「
未
だ
見
参
に
も
入
ら
ず
候
人
の
、
か
や
う
に
度
々
御
を
と
づ
れ
の
は
ん
べ
る
は
い
か
な
る
事
に
や
、
あ
や
し
く
こ
そ
候
へ
。
」
と
あ
る

の
で
宗
祖
は
こ
の
尼
と
は
ま
だ
対
面
し
た
こ
と
が
な
く
、
文
書
の
上
で
の
交
際
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
尼
は
度
々
文
を
西
谷
へ
送
り

教
化
に
浴
し
た
り
供
養
を
し
た
り
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
「
法
華
経
の
第
四
の
巻
に
は
、
釈
迦
仏
、
凡
夫
の
身
に
い
り
か
は
ら
せ
給
ひ

て
、
法
華
経
の
行
者
を
ば
供
養
す
べ
き
よ
し
を
説
か
れ
て
候
・
釈
迦
仏
の
御
身
に
入
ら
せ
給
ひ
候
欺
。
」
と
あ
る
の
で
、
尼
の
外
護
の
度

合
や
篤
信
の
状
を
案
ず
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
同
時
に
叉
、
一
度
も
逢
っ
た
こ
と
の
な
い
信
者
に
対
し
て
も
、
懇
鯨
な
る
教
化
が
施
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
思
う
時
、
教
化
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
一
つ
の
在
り
方
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。

次
に
四
月
に
は
、
釈
尊
降
誕
会
を
期
し
て
八
日
に
、
「
日
向
法
師
」
と
「
優
婆
塞
日
田
」
に
宛
た
笠
茶
羅
が
書
か
れ
て
い
る
。
更
に
日

（
晦
）

付
は
不
例
で
あ
る
が
、
同
じ
く
四
月
に
「
比
丘
日
弁
」
へ
宛
た
も
う
一
幅
の
曼
茶
瀧
も
あ
る
。
『
高
祖
年
瀞
』
に
よ
る
と
、
「
朗
向
二
子
」

（
略
）

に
授
与
さ
れ
た
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
。

ま
た
『
上
野
殿
御
返
蕊
』
が
、
「
卯
月
二
十
日
」
付
で
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
行
学
朝
師
の
写
本
が
あ
る
。
『
考
文
』
に
よ
る
と
「
称
二

（
Ⅳ
）

杖
木
書
一
、
親
書
在
二
子
身
延
一
、
或
弘
安
五
年
。
古
来
為
し
賜
二
南
条
七
郎
次
郎
一
、
未
し
見
二
所
出
一
」
と
あ
り
、
『
本
満
寺
御
書
』
（
第
九
冊

九
十
三
）
の
奥
書
に
は
、
「
御
正
筆
身
延
山
に
在
之
」
と
あ
る
の
で
或
い
は
か
っ
て
親
書
が
身
延
に
存
在
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

『
境
妙
庵
目
録
』
に
よ
る
と
、
弘
安
五
年
の
御
書
と
し
て
い
る
が
、
今
は
『
定
本
』
の
系
年
に
従
う
こ
と
に
し
よ
う
。
富
士
の
上
野
、
南

条
時
光
に
宛
た
書
簡
で
あ
る
が
、
時
光
は
南
条
兵
衛
七
郎
の
長
子
で
あ
る
。
父
の
七
郎
は
早
く
か
ら
宗
祖
の
教
化
を
得
て
い
た
が
、
文
永
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二
年
に
病
残
し
た
あ
と
、
母
と
共
に
深
い
法
華
信
仰
の
念
を
燃
や
し
た
。
西
谷
の
宗
祖
へ
し
ば
し
ば
御
供
養
の
品
々
を
届
け
、
外
護
の
丹

精
を
抜
き
ん
で
た
一
人
で
あ
る
。
弟
に
七
郎
五
郎
が
い
る
が
、
兄
と
一
緒
に
信
仰
心
篤
く
、
男
の
能
の
術
は
り
将
来
を
期
待
さ
れ
た
が
惜

し
く
も
弘
安
三
年
九
月
に
若
干
十
六
才
で
世
を
去
る
。
（
詳
し
く
は
後
に
弘
安
三
年
の
項
で
ふ
れ
る
こ
と
に
す
る
。
）

（
肥
）

「
杖
木
書
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
御
書
は
「
仰
も
日
蓮
種
狗
の
大
難
の
中
に
は
、
竜
の
口
の
頸
の
座
と
東
条
の
難
に
は
す
ぎ
ず
。
」

（
四
）

と
不
自
惜
身
命
の
忍
難
弘
経
に
つ
い
て
述
べ
、
勧
持
品
の
「
二
十
行
の
偶
は
日
蓮
一
人
よ
め
り
」
と
あ
っ
て
、
『
開
目
抄
』
で
究
明
し
た

（
卯
）

八
法
華
経
行
者
Ｖ
の
一
段
と
共
通
し
て
い
る
。
「
又
涌
出
品
は
日
蓮
が
た
め
に
は
す
こ
し
よ
し
み
あ
る
品
也
。
其
故
は
上
行
菩
薩
等
の
末

法
に
出
現
し
て
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
を
弘
む
く
し
と
見
へ
た
り
。
し
か
る
に
先
日
蓮
一
人
出
来
す
。
」
と
あ
る
如
く
、
勧
持
品
と

涌
出
品
と
の
関
連
を
求
め
、
八
仏
使
上
行
Ｖ
た
る
こ
と
へ
の
よ
し
承
を
持
た
せ
て
い
る
。
更
に
提
婆
品
を
挙
げ
て
．
経
第
一
の
肝
心
な

り
」
と
し
、
「
竜
女
が
即
身
成
仏
あ
き
ら
か
な
り
。
提
婆
は
こ
こ
ろ
の
成
仏
を
あ
ら
は
し
、
竜
女
は
身
の
成
仏
を
あ
ら
は
す
。
一
代
に
分

（
幻
）

絶
た
る
法
門
也
。
（
乃
至
）
法
華
経
に
か
ぎ
り
て
即
身
成
仏
あ
り
と
さ
だ
め
給
へ
り
。
」
と
竜
女
と
提
婆
の
成
仏
に
よ
せ
て
、
法
華
経
の

即
身
成
仏
を
説
い
て
い
る
。
末
文
に
至
っ
て
「
と
に
か
く
に
法
華
経
に
身
を
ま
か
せ
信
ぜ
さ
せ
給
へ
」
と
い
う
結
論
も
、
『
開
目
抄
』
の

（
犯
）

「
善
に
付
け
悪
に
つ
け
法
華
経
を
す
つ
る
、
地
獄
の
業
な
る
べ
し
。
」
と
同
じ
意
義
を
持
っ
た
言
葉
と
し
て
解
し
え
よ
う
。

ま
た
「
自
他
の
生
死
は
し
ら
ね
ど
も
、
御
臨
終
の
き
ざ
み
、
生
死
の
中
間
に
、
日
蓮
か
な
ら
ず
む
か
い
に
ま
い
り
候
く
し
。
」
と
あ
る

は
、
先
き
の
即
身
成
仏
説
に
よ
る
八
現
安
Ｖ
に
対
し
、
愛
で
は
臨
終
正
念
に
よ
る
八
後
善
Ｖ
を
期
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
若
し
臨
終
の

時
が
来
た
ら
ば
、
日
蓮
が
必
ず
む
か
い
に
参
り
、
盤
山
浄
土
へ
誘
入
し
よ
う
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
ら
、
霊
山
往
詣
を
意
味
す
る
一
説

と
い
え
る
０

さ
て
、
こ
の
御
書
の
三
日
後
に
は
、
四
条
金
吾
に
宛
た
『
陰
徳
陽
報
御
書
』
が
執
筆
さ
れ
て
い
る
。
断
片
二
紙
の
短
文
で
、
後
半
し
か
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月
が
変
っ
て
五
月
に
入
る
と
、
二
日
に
新
池
殿
か
ら
米
三
石
が
送
ら
れ
て
来
た
。
新
池
殿
に
つ
い
て
は
、
『
別
頭
統
記
』
に
よ
る
と
、

ノ
ナ
リ
（
型
）

「
未
し
知
二
姓
名
一
遠
州
浜
名
郡
新
池
邑
主
」
と
し
つ
つ
も
、
鎌
倉
で
金
原
法
橋
と
医
を
通
じ
て
交
り
を
結
ん
だ
こ
と
や
、
宗
祖
か
ら
は
厚

ニ
ハ

い
教
化
を
受
け
た
こ
と
、
更
に
そ
の
妻
も
落
髪
し
て
新
池
尼
と
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
扶
老
』
に
は
「
具
新
池
左
衛
門

（
溺
）
／
（
妬
）
こ

殿
云
．
ヘ
キ
殿
」
と
あ
り
、
『
健
紗
』
に
は
「
八
木
紗
」
の
題
号
で
「
遠
江
国
人
也
」
と
簡
略
に
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
即
ち
「
八

も

（
”
）

木
三
個
送
給
候
。
今
一
乗
妙
法
蓮
華
経
の
御
宝
前
に
備
へ
奉
り
て
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
只
一
遍
唱
へ
ま
い
ら
せ
候
畢
。
」
と
い
う
書
き

出
し
で
始
っ
て
い
る
た
め
、
「
八
木
紗
」
と
呼
ば
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
法
華
経
の
御
宝
前
」
に
注
目
し
た
い
。
法
華
経

に
対
す
る
供
養
が
強
調
さ
れ
て
い
る
御
書
は
他
に
も
あ
る
が
、
麦
で
は
明
確
に
御
供
礎
の
米
を
法
華
経
の
御
宝
前
に
傭
へ
奉
っ
た
と
い
う

の
で
あ
る
か
ら
、
前
に
も
少
し
く
ふ
れ
た
よ
う
に
、
西
谷
草
庵
の
本
尊
勧
諭
は
、
立
像
の
釈
尊
像
の
前
に
、
法
華
経
が
安
置
さ
れ
る
と
い

う
形
式
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
て
「
い
と
を
し
ゑ
の
御
子
を
、
霊
山
浄
土
へ
決
定
無
有
疑
と
送
り
ま
い
ら
せ
ん
が
た
め
也
。
」
と
あ
る
の
で
、
新
池
殿
は
最
愛
の
子

伝
っ
て
い
な
い
。
主
人
に
対
し
又
皆
人
に
対
し
て
の
振
舞
い
に
注
意
す
べ
き
こ
と
を
説
き
、
陰
徳
を
積
む
こ
と
に
よ
っ
て
陽
報
が
現
れ
、

所
領
も
か
さ
な
り
、
大
果
報
を
う
る
に
至
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
「
上
に
申
す
事
は
私
の
事
に
は
あ
ら
ず
。
外
典
三
千
、
内
典
五
千
の

（
鍋
）

肝
心
の
心
を
い
き
て
か
き
て
候
。
」
と
い
う
末
文
か
ら
推
す
と
、
こ
の
御
書
の
前
半
に
は
、
恐
ら
く
内
外
典
の
文
を
引
き
、
四
条
氏
へ
の

教
化
と
、
日
常
の
在
り
方
な
ど
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
四
条
氏
宛
の
御
書
に
は
、
こ
の
種
の
型
式
に

よ
る
茜
簡
が
多
く
、
宗
祖
も
特
に
気
を
つ
か
っ
て
い
た
檀
越
の
一
人
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

三
、
弘
安
二
年
の
夏
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を
失
い
、
そ
の
供
礎
と
し
て
米
を
送
っ
て
来
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
蕊
山
浄
土
は
云
う
ま
で
も
な
く
後
生
善
処
と
し
て
の
浄
土
を
指
し

て
い
る
が
、
「
余
宗
の
人
々
は
念
仏
者
・
真
言
等
に
随
へ
ら
れ
、
何
れ
と
も
な
け
れ
ど
も
、
つ
よ
き
に
随
ひ
多
分
に
押
さ
れ
て
、
阿
弥
陀

仏
を
本
尊
と
せ
り
。
現
在
の
主
師
親
た
る
釈
迦
仏
を
閣
き
て
、
他
人
た
る
阿
弥
陀
仏
の
十
万
億
の
他
国
へ
に
げ
行
く
べ
き
よ
し
を
ね
が
は

（
犯
）

せ
給
ひ
候
。
」
と
あ
る
点
か
ら
す
れ
ば
、
三
徳
を
兼
備
し
た
釈
尊
を
も
っ
て
本
尊
と
す
べ
き
で
あ
り
、
更
に
西
方
十
万
億
の
極
楽
浄
土
へ

逃
げ
行
く
こ
と
を
「
愚
な
る
人
々
実
と
思
ひ
て
、
物
狂
は
し
く
金
拍
子
を
た
た
き
、
躍
り
は
ね
て
念
仏
を
申
し
、
親
の
国
を
ぱ
い
と
ひ
出

で
ぬ
」
と
い
う
状
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
嘆
か
れ
、
諾
法
の
業
に
ひ
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
従
っ
て

霊
山
浄
土
Ｉ
主
師
規
た
る
釈
迦
仏
の
国
土
・
法
華
経
行
者
の
浄
土
（
随
自
意
）

極
楽
浄
土
Ｉ
阿
弥
陀
仏
の
国
土
・
十
万
億
の
他
国
（
随
他
意
）

「
浄
土
」
に
対
し
て
も
右
の
如
く
、
「
現
在
の
父
た
る
釈
迦
仏
」
の
国
土
を
も
っ
て
「
霊
山
浄
土
」
と
し
、
こ
れ
を
重
ん
じ
、
「
不
孝
の

と
が失
」
か
ら
ま
ぬ
が
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
示
し
て
い
る
。
愛
で
は
破
邪
の
対
象
を
専
ら
浄
土
・
真
言
に
お
き
つ
つ
、
宗
祖
の
立

場
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
対
告
衆
が
比
較
的
新
し
い
信
者
で
あ
る
た
め
、
法
華
経
と
諸
経
と
の
勝
劣
を
中
心
に
、
八
権
実
相
対
Ｖ

を
説
か
れ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
故
に
成
仏
に
つ
い
て
も
前
文
で
は
、
亡
っ
た
御
子
に
つ
い
て
は
霊
山
浄
土
へ
「
送
り
ま
い
ら
せ
ん

が
た
め
」
の
法
華
経
の
功
徳
が
説
か
れ
、
後
半
に
は
「
法
華
経
は
仏
説
也
、
仏
智
也
、
一
字
一
点
も
是
を
深
く
信
ず
れ
ば
我
身
即
仏
と
な

る
。
」
と
い
う
よ
う
に
現
在
の
法
華
経
信
者
は
、
「
我
身
即
仏
」
た
り
う
る
と
説
き
、
こ
こ
で
も
現
安
と
後
善
の
両
説
を
示
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
「
灘
薬
変
じ
て
薬
と
な
り
、
衆
生
変
じ
て
仏
と
な
る
、
故
に
妙
法
と
申
す
。
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
三
説
超
過
の
妙
法
と
、

「
我
身
即
仏
」
の
究
極
を
端
的
に
顕
し
た
も
の
と
み
な
し
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
新
池
氏
は
、
以
前
に
西
谷
を
訪
れ
、
宗
祖
の
教
化
を
え
て
い
た
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
此
の
御
書
の
末
文
か
ら
推
し
て
も
考

("8)



え
ら
れ
る
。
宿
世
で
は
父
母
か
兄
弟
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
述
べ
、
更
に
「
世
間
ひ
ま
な
き
人
の
公
事
の
ひ
ま
に
思
ひ
出
さ
せ
給
ひ

け
る
や
ら
ん
。
」
と
あ
る
の
で
、
新
池
氏
は
公
事
も
多
忙
な
身
の
上
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
の
で
あ
り
、
身
分
も
或
る
程
度
高
い
人
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
即
ち
、
新
池
氏
が
身
延
山
を
訪
問
し
、
宗
祖
か
ら
親
し
く
教
え
を
受
け
て
帰
宅
し
、
改
め
て
そ
の
御
礼
と
子
の

追
善
供
養
の
た
め
に
、
米
三
石
を
奉
納
し
て
来
た
こ
と
に
対
す
る
御
礼
状
が
、
本
書
で
あ
る
。
最
後
に
身
延
山
へ
の
交
通
状
況
や
、
地
理

的
環
境
が
、
久
し
振
り
に
記
さ
れ
て
い
る
。

ノ

「
遠
江
国
よ
り
甲
州
波
木
井
の
郷
身
延
山
へ
は
道
三
百
余
里
に
及
く
り
。
宿
々
の
い
ぶ
せ
さ
、
縦
に
昇
れ
ば
日
月
を
い
た
だ
き
、
谷
へ

上
れ
ば
穴
へ
入
る
か
と
党
ゆ
。
河
の
水
は
矢
を
射
る
が
如
く
早
し
。
大
石
な
が
れ
て
人
馬
む
か
ひ
難
し
。
船
あ
や
う
ぐ
し
て
紙
を
水
に

や
ｆ
３
ぱ

ひ
た
せ
る
が
如
し
。
男
は
山
か
つ
、
女
は
山
母
の
如
し
。
道
は
繩
の
如
く
ほ
そ
く
、
木
は
草
の
如
く
し
げ
し
。
か
か
る
所
へ
尋
ね
入
ら

せ
給
ひ
て
候
事
、
何
な
る
宿
習
な
る
ら
ん
。
釈
迦
仏
は
御
手
を
引
き
、
帝
釈
は
馬
と
な
り
、
梵
王
は
身
に
随
ひ
、
日
月
は
眼
と
な
り
か

（
”
）

は
ら
せ
給
ひ
て
入
ら
せ
給
ひ
け
る
に
や
。
あ
り
が
た
し
あ
り
が
た
し
。
」

旅
程
の
「
三
百
余
里
」
に
つ
い
て
は
、
当
時
と
現
在
と
で
は
換
算
上
に
相
違
が
あ
る
の
で
、
三
百
と
い
う
数
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
い
と

考
え
ら
れ
る
が
、
身
延
山
へ
の
道
路
条
件
、
旅
行
機
関
は
、
ま
こ
と
に
不
便
な
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
「
人
馬
む

か
ひ
難
し
」
と
い
う
山
へ
、
わ
ざ
わ
ざ
登
っ
て
宗
祖
に
対
面
し
、
教
化
を
得
て
い
る
点
か
ら
み
て
も
、
単
に
通
り
一
遍
の
信
徒
で
は
な
か

っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
尚
、
こ
う
し
た
表
現
は
他
書
に
も
類
似
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
「
辨
多
し
と
申
せ
ど
も
、
此
程
風
お
こ
り

て
身
苦
し
く
候
間
、
留
め
候
畢
ん
ぬ
。
」
と
い
う
言
葉
で
結
ん
で
い
る
点
か
ら
推
し
て
、
宗
祖
は
こ
の
頃
、
風
邪
で
身
体
の
調
子
は
苦
し

い
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
風
邪
熱
の
身
を
押
し
て
長
文
の
御
返
事
を
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
新
池
氏
に
対
す
る
宗
祖
の

心
情
が
、
深
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
も
の
と
も
い
え
よ
う
。

("9)



（
釦
）

五
月
四
日
に
は
駿
州
の
窪
尼
御
前
か
ら
、
故
入
道
殿
へ
の
御
供
養
の
品
念
が
届
け
ら
れ
た
。
窪
尼
に
つ
い
て
は
、
弘
安
元
年
の
項
で
既

に
述
べ
た
如
く
で
あ
る
が
、
愛
で
は
供
養
の
功
徳
を
賞
し
、
更
に
「
法
華
経
は
仏
に
ま
さ
ら
せ
給
ふ
事
、
星
と
月
と
と
も
し
び
と
日
と
の

（
狐
）

ご
と
し
。
」
と
あ
っ
て
、
一
応
の
八
法
仏
相
対
Ｖ
を
示
し
て
い
る
。

十
三
日
に
は
一
紙
五
行
の
断
片
ヨ
大
事
御
書
』
が
あ
り
、
十
七
日
に
は
富
木
氏
か
ら
「
白
小
袖
一
・
薄
鎚
染
衣
一
・
同
色
の
袈
裟
一

帖
・
鴬
目
一
貫
文
」
が
送
ら
れ
て
来
た
。
宗
祖
は
ま
だ
身
体
の
調
子
が
わ
る
く
、
所
労
が
つ
の
り
、
思
わ
し
く
な
い
健
康
状
態
の
ま
ま
で

ツ
リ

あ
っ
た
が
、
そ
の
送
り
状
に
「
本
門
久
成
の
教
主
釈
尊
奉
レ
造
、
脇
士
に
は
久
成
地
涌
の
四
菩
薩
を
造
立
し
奉
る
べ
し
と
兼
て
聴
聞
仕
候

：
（
犯
）

ク
ハ
ノ

き
。
然
れ
ば
如
二
聴
聞
一
者
何
の
時
乎
云
云
。
」
と
い
う
質
問
が
記
さ
れ
て
あ
っ
た
の
で
、
こ
れ
に
対
し
宗
祖
は
、
「
か
た
が
た
不
審
な
り

し
間
、
法
華
経
の
文
を
拝
見
し
奉
り
し
か
ば
其
旨
顕
然
也
。
」
と
し
て
「
今
末
法
に
入
れ
ば
尤
も
仏
の
金
言
の
如
き
ん
は
、
造
る
べ
き
時

な
れ
ば
本
仏
本
脇
士
造
り
奉
る
べ
き
時
」
で
あ
る
こ
と
を
論
述
し
て
い
る
。
即
ち
本
門
の
教
主
釈
尊
に
対
し
て
、
脇
士
た
る
本
化
上
行
等

の
四
大
菩
薩
を
造
立
す
べ
き
旨
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
従
っ
て
本
書
は
『
四
菩
薩
造
立
妙
』
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
後
段
で
は
大
田
方

の
人
々
が
本
迩
勝
劣
を
主
張
し
た
こ
と
に
ふ
れ
、
「
是
は
以
て
の
外
の
謬
也
」
と
否
定
し
て
い
る
。
コ
向
に
本
門
の
時
な
れ
ば
と
て
迩

（
詔
）

門
を
捨
つ
べ
き
に
あ
ら
ず
。
（
乃
至
）
今
の
時
は
正
に
は
本
門
。
傍
に
は
迩
門
也
」
と
い
う
立
場
を
示
し
て
い
る
。
恐
ら
く
は
太
田
乗
明

の
関
係
者
の
中
に
は
、
本
迩
相
対
か
ら
迩
門
を
軽
視
し
捨
て
去
ろ
う
と
す
る
考
え
方
が
あ
っ
た
も
の
と
象
ら
れ
る
。

（
弘
）

ま
た
「
日
行
房
死
去
の
事
、
不
便
に
候
。
」
と
あ
る
。
三
位
房
日
行
に
つ
い
て
は
『
考
文
』
に
よ
る
と
「
曾
谷
直
秀
之
弟
」
と
云
い
、

又
『
年
譜
考
異
』
の
説
を
受
け
て
、
大
進
阿
閣
梨
と
関
連
さ
せ
て
い
雑
）
『
啓
蒙
』
で
も
大
進
房
と
共
に
三
位
房
は
、
元
宗
祖
の
弟
子
で

（
妬
）

あ
っ
た
が
、
「
不
覚
悟
ノ
者
」
と
し
て
一
時
退
転
し
て
行
っ
た
も
の
の
如
く
で
あ
る
。

最
後
に
「
身
の
所
労
い
ま
だ
き
ら
き
ら
（
快
然
）
し
か
ら
ず
候
間
、
令
二
省
略
一
候
」
と
あ
る
の
で
、
こ
の
頃
の
宗
祖
の
健
康
状
態
を
ほ
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ぼ
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
師
）

こ
う
し
た
中
で
、
六
月
三
日
に
は
松
野
殿
女
房
か
ら
、
「
麦
一
箱
・
い
ゑ
の
い
も
一
樋
・
う
り
一
総
等
」
の
舳
公
が
送
ら
れ
て
来
た
。

そ
の
返
事
は
二
十
日
に
な
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
。
宗
祖
は
従
来
、
檀
信
徒
か
ら
の
御
供
礎
を
受
け
る
と
、
直
に
そ
の
手
で
返
礼
の
書
を
出

し
て
い
る
が
、
恐
ら
く
こ
の
よ
う
に
延
び
た
の
は
、
前
書
に
も
あ
る
通
り
、
所
労
が
快
然
と
し
て
い
な
か
っ
た
為
と
思
わ
れ
る
。
さ
て
こ

の
書
は
身
延
の
所
在
を
地
理
的
に
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
、
更
に
霊
鷲
山
や
天
台
山
と
も
肩
を
城
く
る
瀧
山
と
し
て
、
八
身
延
霊
山
Ｖ
の

説
に
大
き
く
近
ず
い
て
い
る
。
即
ち

ノ
ノ

「
此
身
延
の
沢
と
申
す
処
は
甲
斐
国
飯
井
野
御
牧
三
箇
郷
の
内
、
波
木
井
の
郷
の
戌
亥
の
隅
に
あ
た
り
て
候
・
（
乃
至
）
天
竺
の
霊
山

ま
の
あ
だ

此
処
に
来
れ
り
、
唐
土
の
天
台
山
親
り
こ
こ
に
見
る
。
我
が
身
は
釈
迦
仏
に
あ
ら
ず
、
天
台
大
師
に
て
は
な
け
れ
ど
も
、
ま
か
る
ま
か

（
犯
）

る
昼
夜
に
法
華
経
を
よ
ゑ
、
朝
暮
に
摩
訶
止
観
を
談
ず
れ
ば
、
霊
山
浄
土
に
も
相
似
た
り
、
天
台
山
に
も
異
な
う
ず
。
」

と
あ
る
。
「
三
箇
郷
」
に
つ
い
て
は
、
塩
田
義
遜
博
士
は
「
波
木
井
氏
の
領
し
た
飯
野
御
牧
は
南
部
御
牧
の
東
北
の
一
部
で
、
波
木
井
・

（
調
）

大
野
・
小
田
船
原
の
地
で
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
松
木
本
興
教
授
は
、
「
当
時
の
波
木
井
ノ
郷
と
い
ふ
の
は
今
の
身
延
町

の
大
部
分
を
総
称
し
た
も
の
」
と
み
な
し
、
「
飯
野
御
牧
は
寧
ろ
八
シ
岳
山
麓
方
面
に
離
れ
て
在
っ
た
も
の
と
推
定
す
る
」
説
を
立
て
い

（
㈹
）

る
。
い
ず
れ
も
確
証
と
な
る
も
の
は
な
く
、
推
定
で
あ
る
が
「
波
木
井
の
郷
の
戌
亥
」
に
当
っ
て
西
谷
が
在
っ
た
こ
と
に
は
間
違
い
な
い

よ
う
で
あ
る
、
「
天
竺
の
霊
山
此
処
に
来
れ
り
」
と
い
う
表
現
は
、
明
ら
か
に
礎
山
と
身
延
山
と
を
同
一
に
視
て
い
た
現
れ
で
あ
り
。
「
霊

山
浄
土
に
も
相
似
た
り
」
の
語
が
、
一
層
そ
れ
を
強
い
も
の
と
し
て
い
よ
う
。
又
こ
の
一
文
か
ら
宗
祖
は
西
谷
で
機
会
あ
る
毎
に
法
華
経

の
読
調
や
止
観
の
講
談
が
続
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
虹
）

ヲ

１
ル
コ
ト
ソ
キ
ン
ノ
ー

七
月
に
入
っ
て
二
十
七
日
に
は
、
「
乗
明
上
人
一
石
送
二
山
中
一
。
得
し
福
過
二
十
号
功
徳
一
。
恐
々
謹
言
。
」
と
い
う
一
紙
三
行
の
『
乗
明
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上
人
御
返
事
』
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
日
は
定
か
で
は
な
い
が
、
六
月
に
「
比
丘
尼
日
符
」
と
、
七
月
に
「
沙
門
日
法
」
へ
蛇
茶
羅
本
尊
が

（
蛇
）

授
与
さ
れ
て
い
る
。
日
法
は
甲
州
立
正
寺
の
開
山
で
あ
る
が
、
こ
の
真
蹟
は
岡
宮
の
光
長
寺
に
あ
る
。

い
も
が
し
ら

八
月
八
日
に
、
「
篇
目
一
貫
・
塩
一
俵
・
鱒
鴎
一
俵
・
は
じ
か
象
少
を
」
が
上
野
殿
か
ら
届
け
ら
れ
た
。
そ
の
御
返
事
に
「
法
華
経
は

（
“
）

草
木
を
仏
と
な
し
給
ふ
。
い
わ
う
や
心
あ
ら
ん
人
を
や
」
と
草
木
成
仏
に
寄
せ
て
一
切
皆
成
を
説
い
て
い
る
。

モ

ヌ
ル

十
七
日
に
は
曾
谷
殿
か
ら
、
焼
米
二
俵
が
奉
納
さ
れ
て
来
た
。
そ
の
御
返
事
に
よ
る
と
、
「
抑
貴
辺
の
去
三
月
の
御
仏
事
に
鴬
目
其
数

（
“
）

リ
有
し
か
ば
、
今
年
一
百
よ
人
の
人
を
山
中
に
や
し
な
ひ
て
、
十
二
時
の
法
華
経
を
よ
ま
し
め
談
義
し
て
候
ぞ
。
」

と
あ
る
。
従
っ
て
今
年
は
施
主
曾
谷
氏
の
願
い
に
よ
り
百
余
名
の
人
々
に
よ
っ
て
、
読
詞
講
説
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ

れ
は
恐
ら
く
草
庵
の
建
築
様
式
の
上
か
ら
考
え
て
も
、
一
時
に
百
人
以
上
の
収
容
は
む
ず
か
し
く
、
ま
た
六
月
二
十
日
付
の
前
書
『
松
野

く
ら
は
チ
ヘ
（
妬
）

殿
女
房
御
返
事
』
に
は
、
「
著
ざ
れ
ぱ
風
身
に
し
象
、
食
ざ
れ
ぱ
命
持
が
た
し
、
（
乃
至
）
既
に
法
華
経
読
諦
の
音
も
絶
ぬ
く
し
」
と
い

う
状
態
か
ら
推
し
て
み
る
と
、
百
余
人
を
一
時
に
養
う
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
「
今
年
」
に
入
っ
て
か
ら
の
延
人
員
と
も
い
え
よ
う
。
最

後
に
「
故
大
進
阿
閣
梨
の
事
な
げ
か
し
ぐ
候
」
と
あ
る
。
こ
の
大
進
阿
閣
梨
に
つ
い
て
は
、
既
に
前
書
の
『
四
菩
薩
造
立
抄
』
に
於
て
、

「
日
行
房
」
の
と
こ
ろ
で
少
し
く
ふ
れ
た
通
り
で
あ
る
が
、
古
来
、
八
大
進
房
Ｖ
と
八
大
進
阿
閣
梨
Ｖ
を
、
別
人
と
し
て
考
え
る
説
と
、

（
妬
）

同
一
人
と
し
て
考
え
る
説
と
が
あ
り
、
一
定
し
て
い
な
い
。
し
か
し
祖
密
中
に
は
大
進
房
と
あ
る
の
は
、
『
聖
人
御
難
事
』
他
一
篇
で
あ

る
の
に
対
し
、
大
進
阿
閣
梨
と
あ
る
の
は
本
番
や
『
辨
殿
御
消
息
』
な
ど
七
篇
に
及
ん
で
い
る
。
三
位
房
日
行
と
大
進
房
等
は
共
に
中
途

（
幻
）

か
ら
の
退
転
者
で
あ
る
が
、
『
聖
人
御
難
事
』
（
後
出
）
に
は
、
「
大
進
房
が
落
馬
等
は
法
華
経
の
罰
の
あ
ら
わ
る
る
か
」
と
あ
り
、
本

（
蝸
）

ノ
ノ

書
に
は
大
進
阿
閣
梨
の
事
を
「
此
又
法
華
経
流
布
出
来
す
べ
き
因
縁
に
て
や
候
ら
ん
、
と
を
ぽ
し
め
す
べ
し
。
」
と
あ
る
の
で
、
大
進
阿

闇
梨
に
つ
い
て
は
、
な
げ
か
わ
し
い
こ
と
で
あ
る
が
、
法
華
経
流
布
の
時
代
に
出
来
す
べ
き
因
縁
で
あ
る
と
お
ぽ
し
め
す
よ
う
に
、
と
い
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う
文
面
上
か
ら
ぶ
て
、
ど
う
や
ら
同
一
人
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
三
位
房
も
大
進
阿
閣
梨
も
共
に
曾
谷
氏
の
関
係
を
引
く
人
灸

で
あ
っ
た
の
で
、
愛
で
は
あ
か
ら
さ
ま
に
い
わ
ず
、
上
記
の
よ
う
な
表
現
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

〔
註
〕（

１
）
「
日
本
宗
教
史
年
表
」
（
笠
原
一
男
編
）
一
○
七
頁

（
２
）
「
望
月
仏
教
大
辞
典
」
第
六
巻
二
七
七
頁

（
３
）
上
野
殿
御
返
事
（
昭
和
定
本
逝
文
）
一
六
二
一
頁

（
４
）
不
軽
品
（
岩
波
文
庫
・
法
華
経
）
一
三
四
頁

（
５
）
上
野
郷
主
等
御
返
事
一
六
一
三
頁

（
６
）
拙
論
「
阿
仏
房
に
つ
い
て
」
（
「
印
度
学
仏
教
学
研
究
」
第
二
六
巻
第
一
号
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
７
）
「
棲
神
」
第
四
十
六
号
の
拙
論
「
身
延
山
初
期
に
お
け
る
日
遮
聖
人
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
８
）
日
眼
女
釈
迦
仏
供
養
事
一
六
二
三
頁

〔
９
）
方
便
品
（
岩
波
文
庫
・
法
華
経
）
（
上
）
二
四
頁

（
皿
）
「
録
外
考
文
」
巻
三
十
一
頁

（
ｕ
）
孝
子
御
番
一
六
二
六
頁

（
吃
）
「
御
本
尊
集
目
録
」
（
山
中
喜
八
綱
）
九
○
’
九
一
頁

（
週
）
松
野
殿
後
家
尼
御
前
御
返
事
一
六
三
一
頁

（
Ｍ
）
撰
時
抄
一
○
六
一
頁

（
暇
）
「
御
本
尊
集
目
録
」
（
山
中
喜
八
細
）
九
二
’
九
五
頁

（
略
）
「
高
祖
年
譜
」
四
五
頁

（
Ⅳ
）
「
録
外
考
文
」
三
’
一
頁

（
岨
）
上
野
殿
御
返
事
一
六
三
二
頁

（
四
）
同
一
六
三
五
頁

（
釦
）
開
目
抄
五
五
九
頁

（
幻
）
上
野
殿
御
返
事
一
六
三
四
頁

（
型
）
開
目
抄
六
○
一
頁

（
麹
）
陰
徳
陽
報
御
書
一
六
三
八
頁

（
型
）
「
別
頭
統
紀
」
巻
二
四
’
一
二
頁

阿
仏
野
の
場
合
と
同
様
の
こ
と
が
云
え
よ
う
。

三
三
頁
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（
妬
）
「
録
内
扶
老
」

（
配
）
「
御
書
妙
」

（
”
）
新
池
殿
御
消
息

（
詔
）
同

（
鯛
）
同

（
鋤
）
『
棲
神
』
第
四
八
号
五
九
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
釦
）
窪
尼
御
前
御
返
事

（
犯
）
四
菩
薩
造
立
紗

（
調
）
同

（
鈍
）
「
録
外
考
文
」

（
弱
）
同

（
妬
）
「
録
内
啓
蒙
」

（
訂
）
松
野
殿
女
房
御
返
事

（
犯
）
同

（
鋤
）
『
日
蓮
聖
人
の
生
涯
』
（
塩
田
義
遜
著
）

（
鋤
）
『
身
延
の
お
祖
師
様
』
（
松
木
本
興
著
）

（
伽
）
乗
明
上
人
御
返
事

（
妃
）
『
御
本
尊
集
目
録
』
（
山
中
喜
八
編
）

（
蝿
）
上
野
殿
御
返
事

（
“
）
曾
谷
殿
御
返
事

（
妬
）
松
野
殿
女
房
御
返
事

（
媚
）
『
日
蓮
聖
人
御
遺
文
講
義
』
第
一
八
巻

（
卿
）
聖
人
御
難
事

（
妃
）
曾
谷
殿
御
返
事

巻
一
五
１
二
頁

巻
二
五
’
二
四
頁

一
六
三
九
頁

一
六
四
一
頁

一
六
四
四
頁

一
六
四
五
頁

一
六
四
七
頁

一
六
四
九
頁

巻
五
’
六
九
頁

巻
四
’
四
七
頁

三
三
’
一
二
七
頁

一
六
五
一
頁

一
六
五
一
頁

一
七
二
頁

一
九
頁

一
六
五
二
頁

九
六
’
九
八
頁

一
六
五
三
頁

一
六
六
四
頁

一
六
五
一
頁

三
四
八
頁
以
下
参
照

一
六
七
三
頁

一
六
六
四
頁

(〃4）


